
 

 

令和 ４年  月  日   

 

 

 

  道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書 

 

 

 令和 ４年  月  日付け府中町公共交通協議会において、下記事項に関し、協議が

調ったことを証明する。 

 

記 

 

１. 協議が調っている路線又は営業区域 

別紙 

 

 

 

２. 協議が調っている運行系統又は運送の区間 

別紙 

 

 

 

３. 協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

別紙 

 

 

 

 

４. 適用する期間又は区間その他の条件を付する場合には、その条件 

別紙 

 

 

 

 

 

 

                   令和 ４年  月  日 

                          

府中町公共交通協議会 

                     

    会長 大東 延幸 印 

議案１ 



 

 

＜運行計画＞                                               別紙 1 

項 目 運行内容 

運行方式 
デマンド型乗合タクシー 

許認可：道路運送法第 4条許可 

運行主体 広島第一交通株式会社 

実施方法 負担金（運行便数に応じて町が負担） 

運行期間 令和４年 10 月 1日～ 

運行 

エリア 

清水ヶ丘町内会区域（清水ヶ丘 2番～15 番） 

桜ヶ丘町内会区域（桜ケ丘 1番～18 番、19 番 1号～6号） 

運行日 月～土曜日 ※日曜日・祝日運休 

運行便数・ 

ダイヤ 

平日 7便・土曜日 6便 

※予約がない便は運行しない。 

運賃 

通常運賃 200 円 

※小学生又は障害者及びその介護人は 100 円、小学生かつ障害者は 50 円、小学生未満

は無料 

※運賃は乗務員が直接現金にて受領 

使用車両 

事業用自動車（普通タクシー：車両定員 5人） 

※タクシー事業用とデマンド型乗合タクシー事業用の車両を併用 

※常用車 5台、予備車 22 台 

※ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーを含む 

※定員を超える場合、増発便で対応 

乗降場所 

運行エリア内 自宅付近 

共通乗降場所 6 ヶ所 

※共通乗降場所間の移動は不可 

予約方法 電話または FAX 

運行費用 約 570 万円/年 ※運行便数により変動 
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本町4丁目バス停

大須３丁目バス停

府中町役場

天神川駅

イオンモール広島府中
凡 例

運行 区域：

共通乗降地点：

運行 経路：

本町5丁目バス停

清水ヶ丘・桜ヶ丘地域デマンド運行系統



別紙3

平日ダイヤ

土曜日ダイヤ

11:45 11:45 12:05

17:45

清水ヶ丘・ イオンモール

桜ヶ丘 桜ヶ丘 広島府中

デマンド型乗合タクシー
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５便 15:25 15:45 15:45 16:05
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デマンド型乗合タクシー
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